
○
総
務
省
告
示
第
八
号 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
番
号
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研

究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
元
年
五
月
十
四
日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 



１ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．164に準拠した番号であって、ＩＴＵ－Ｔが次の表の左欄に掲げるサービス

又はネットワークに対して割り当てた同表の右欄に掲げる数字から始まる15桁を超えない十進法に

よる数字 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｒｅｅｐｈｏｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ 800 

Ｉｎｍａｒｓａｔ ＳＮＡＣ 870 

Ｉｒｉｄｉｕｍ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｉｎｃ． 8816又は8817 

Ｇｌｏｂａｌｓｔａｒ 8818又は8819 

Ｔｈｕｒａｙａ ＲＭＳＳ Ｎｅｔｗｏｒｋ 88216 

２ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．212に準拠した番号であって、ＩＴＵ－Ｔが割り当てた901から始まる15桁を

超えない十進法による数字 

 



○
総
務
省
告
示
第
九
号 

電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律

第
二
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
に
廃
止
す
る
。 

令
和
元
年
五
月
十
四
日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

一 

平
成
九
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
四
号
（
電
気
通
信
番
号
規
則
の
細
目
を
定
め
た
件
） 

二 

平
成
十
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
十
七
号
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に

よ
る
書
類
の
提
出
方
法
を
定
め
る
件
） 



○
総
務
省
告
示
第
十
号

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
郵
政
省
告
示

第
二
百
二
十
八
号
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
電
気
通
信

事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四

号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
警
察
機
関
等
の
端
末
設
備
に
送
信
す
る
情
報
）

（
警
察
機
関
等
の
端
末
設
備
に
送
信
す
る
情
報
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
同
上
﹈

２

規
則
第
三
十
五
条
の
六
第
二
号
（
第
三
十
五
条
の
十
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
三

２

﹇
同
上
﹈

十
五
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
五
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
緊
急
通
報
の
発
信
に
係
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気

通
信
設
備
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
情
報
と
す
る
。

﹇
一

略
﹈

﹇
一

同
上
﹈

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
別

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号

表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ

）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ル
電
話
用
設
備
及
び
同
表
第
六
号
に
掲
げ
る
特
定
Ｉ
Ｐ
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
つ
て
端
末
設
備
等
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を
使
用
し
な

気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
つ
て
端
末
設
備
等
と
の
接
続
に

い
も
の
に
限
る
。
）

お
い
て
電
波
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

﹇
三

略
﹈

﹇
三

同
上
﹈

﹇
３
・
４

略
﹈

﹇
３
・
４

同
上
﹈

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
）

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
）

第
六
条

規
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
（
規
則
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
六
条

﹇
同
上
﹈

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
が
維
持
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
品
質
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一

略
﹈

﹇
一

同
上
﹈

二

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
と
他
の
電
気
通

二

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
と
他
の
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
（
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
（
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電

ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
）

す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に

と
の
間
の
分
界
点
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
を
行
う
電
気
通
信
設
備
に
お
い
て

限
る
。
）
と
の
間
の
分
界
点
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
を
行
う
電
気
通
信
設
備

、
当
該
電
気
通
信
設
備
に
お
け
るＩ

Ｔ
Ｕ
－
Ｔ

Ｙ
.
15
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間

に
お
い
て
、
当
該
電
気
通
信
設
備
に
お
け
るＩ

Ｔ
Ｕ
－
Ｔ
Ｙ
.
15
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均

の
値
が
当
該
電
気
通
信
設
備
全
体
の
平
均
遅
延
時
間
の
二
分
の
一
と
な
る
点
を
い
う
。
）
と
端
末
設
備
等
分

遅
延
時
間
の
値
が
当
該
電
気
通
信
設
備
全
体
の
平
均
遅
延
時
間
の
二
分
の
一
と
な
る
点
を
い
う
。
）
と
端
末

界
点
と
の
間
に
お
い
て
は
、Ｙ

.
1
5
41

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
値
を
五
〇
ミ
リ
秒

設
備
等
分
界
点
と
の
間
に
お
い
て
は
、Ｙ

.
1
5
41

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
値
を
五

以
下
と
し
、Ｙ
.
15
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
揺
ら
ぎ
の
値
を
一
〇
ミ
リ
秒
以
下

〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、Ｙ

.
15
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
揺
ら
ぎ
の
値
を
一
〇
ミ

と
し
、Ｙ
.1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
の
値
を
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
す
る
。
た
だ
し
、

リ
秒
以
下
と
し
、Ｙ

.1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
の
値
を
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
す
る
。

当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

３

第
一
項
の
規
定
は
、
規
則
第
三
十
五
条
の
十
二
、
第
四
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て

３

第
一
項
の
規
定
は
、
規
則
第
三
十
五
条
の
十
二
、
第
四
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
規
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
が
維
持
す
る
よ
う
努
め

読
み
替
え
て
準
用
す
る
規
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
が
維
持
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号



中
「
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通

中
「
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通

信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン

ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
）
」
と
、
前
項
第
二
号
中
「
設
置
す
る
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ

タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
）
」
と
、
前
項
第
二
号
中
「
設
置
す
る
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ

ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第

に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設

九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

備
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
安
定
品
質
）

（
安
定
品
質
）

第
七
条

﹇
略
﹈

第
七
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

３

規
則
第
三
十
五
条
の
十
三
、
第
四
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

３

﹇
同
上
﹈

る
規
則
第
三
十
五
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次
に

掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
介
し
て
提

電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備

介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電

を
除
く
。
）
を
介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
と
同
等
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
次
に

話
用
設
備
を
除
く
。
）
を
介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
と
同
等
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置

要
な
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

二

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら

二

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
介
し
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
介
し
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規

電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置

定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措

置

﹇
イ
〜
ホ

略
﹈

﹇
イ
〜
ホ

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



一 頁  
 

○ 総 務 省 告 示 第 十 一 号  

 端 末 機 器 の 技 術 基 準 適 合 認 定 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 総 務 省 令 第 十 五 号 ） 別 表 第 一 号 二 の 規 定

に 基 づ き 、 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 九 十 九 号 （ 端 末 機 器 の 技 術 基 準 適 合 認 定 等 に 関 す る 試 験 方 法 を 定

め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 電 気 通 信 事 業 法 及 び 国 立 研 究 開 発 法 人 情 報 通 信 研 究 機 構 法 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 二 十 四 号 ） 附 則 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行

す る 。  

  令 和 元 年 五 月 十 四 日  

総 務 大 臣  石 田  真 敏    

 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  



二 頁  
 

 

改  正  後  改  正  前  

別表第一号 有線電気通信端末機器の測定方法 別表第一号 ［同左］ 

［一～四 略］ ［一～四 同左］ 

五 アナログ電話端末設備 五 ［同左］ 

［１～５ 略］ ［１～５ 同左］ 

６ 緊急通報機能 ６ ［同左］ 

［(一)・(二) 略］ ［(一)・(二) 同左］ 

(三) 測定手順は、次のとおりとする。 (三) ［同左］ 

(１) ダイヤルパルス信号の場合 (１) ［同左］ 

［ア～ウ 略］ ［ア～ウ 同左］ 

エ 被検機器から電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号）別表第12号に掲げる緊

急通報番号に対応したダイヤルパルス信号を送出する。 

エ 被検機器から電気通信番号規則（平成９年郵政省令第82号）第11条各号に規定する

電気通信番号に対応したダイヤルパルス信号を送出する。 

［オ 略］ ［オ 同左］ 

(２) ＰＢ信号の場合 (２) ［同左］ 

ア 周波数測定器による測定の場合 ア ［同左］ 

［(ア)・(イ) 略］ ［(ア)・(イ) 同左］ 

(ウ) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応したＰ

Ｂ信号を送出する。 

(ウ) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応したＰ

Ｂ信号を送出する。 

［(エ) 略］ ［(エ) 同左］ 

イ ＦＦＴアナライザによる測定の場合 イ ［同左］ 

［(ア)・(イ) 略］ ［(ア)・(イ) 同左］ 

(ウ) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応したＰ

Ｂ信号を送出する。 

(ウ) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応したＰ

Ｂ信号を送出する。 

［７～13 略］ ［７～13 同左］ 

六 インターネットプロトコル電話端末設備 六 ［同左］ 

［１～５ 略］ ［１～５ 同左］ 

６ 緊急通報機能 ６ ［同左］ 

［(一)・(二) 略］ ［(一)・(二) 同左］ 

(三) 測定手順は、次のとおりとする。 (三) ［同左］ 

(１)  被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼の設定

を行うためのメッセージを発信する。 

(１)  被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設

定を行うためのメッセージを発信する。 

［(２) 略］ ［(２) 同左］ 

［７・８ 略］ ［７・８ 同左］ 

七 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備 七 ［同左］ 

［１～３ 略］ ［１～３ 同左］ 



三 頁  
 

 

４ 緊急通報機能 ４ ［同左］ 

［(一)・(二) 略］ ［(一)・(二) 同左］ 

(三) 測定手順は、次のとおりとする。 (三) ［同左］ 

(１)  被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼設定

メッセージを発信する。 

(１)  被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼設定

メッセージを発信する。 

［(２) 略］ ［(２) 同左］ 

［５・６ 略］ ［５・６ 同左］ 

［八 略］ ［八 同左］ 

  

別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法 別表第二号 ［同左］ 

［一～十二 略］ ［一～十二 同左］ 

十三 緊急通報機能 十三 ［同左］ 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 測定手順は、次のとおりとする。 ３ ［同左］ 

(一) ＰＨＳ端末及びＭＣ（１Ｘ）－ＣＤＭＡ端末 (一) ［同左］ 

(１)  被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した発信を要

求する信号を送出する。 

(１)  被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を

要求する信号を送出する。 

［(２) 略］ ［(２) 同左］ 

(二) ＤＳ－ＣＤＭＡ端末 (二) ［同左］ 

(１)  被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した発信を要

求する信号又は緊急通報発信を要求する信号を送出する。 

(１)  被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を

要求する信号又は緊急通報発信を要求する信号を送出する。 

［(２) 略］ ［(２) 同左］ 

［十四～二十五 略］ ［十四～二十五 同左］ 

  

別表第三号 同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末の測定方法 別表第三号 ［同左］ 

［一～五 略］ ［一～五 同左］ 

六 緊急通報機能 六 ［同左］ 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 測定手順は、次のとおりとする。 ３ ［同左］ 

［(一)・(二) 略］ ［(一)・(二) 同左］ 

(三) 被検機器から電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼の設定

を行うためのメッセージを発信する。 

(三) 被検機器から電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定

を行うためのメッセージを発信する。 

［(四) 略］ ［(四) 同左］ 

［七・八 略］ ［七・八 同左］ 

  



四 頁  
 

 

別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十二

に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 

別表第七号 ［同左］ 

［一～十一 略］ ［一～十一 同左］ 

十二 緊急通報機能 十二 ［同左］ 

１ 電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号に対応した呼の設定を行うためのメッ

セージ（以下「緊急通報メッセージ」という。）を受信する機能を有するインターネットプ

ロトコル移動電話用設備に接続する端末機器 

１ 電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定を行うための

メッセージ（以下「緊急通報メッセージ」という。）を受信する機能を有するインターネッ

トプロトコル移動電話用設備に接続する端末機器 

［(一)～(三) 略］ ［(一)～(三) 同左］ 

２ ［略］ ２ ［同左］ 

［(一)・(二) 略］ ［(一)・(二) 同左］ 

(三) 測定手順は、次のとおりとする。 (三) ［同左］ 

［(１)・(２) 略］ ［(１)・(２) 同左］ 

(３)  被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備

へ切り替える要求を行うためのメッセージを送出し、電気通信番号規則別表第12号に掲

げる緊急通報番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電

話用設備及びインターネットプロトコル移動電話用設備用シミュレータにより確認す

る。 

(３)  被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備

へ切り替える要求を行うためのメッセージを送出し、電気通信番号規則第11条各号に規

定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動

電話用設備及びインターネットプロトコル移動電話用設備用シミュレータにより確認す

る。 

 備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  

あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ  

 



○
総
務
省
告
示
第
十
二
号

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
十
五
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
百
四
十
七
号
（
端
末
設

備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
及
び
そ
の
条
件

等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

﹇
同
上
﹈

移
動
電
話
端
末
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
自
営
電
気
通
信
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九

規
則
第
三
十

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電

﹇
同
上
﹈

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電

条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十

二
条
の
二
十

気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令

気
通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令

に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数

三

第
四
号
）
別
表
第
十
二
号
に
掲
げ
る
緊
急

第
八
十
二
号
）
第
十
一
条
各
号
に
規
定
す

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行

通
報
番
号
に
対
応
し
た
呼
の
設
定
を
行
う

る
電
気
通
信
番
号
に
対
応
し
た
呼
の
設
定

う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
イ

た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
以
下
「
緊
急
通
報

を
行
う
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
以
下
「
緊

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）
を
発
信
す
る

急
通
報
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）
を
発

末
等

機
能
を
有
し
、
か
つ
、
緊
急
通
報
メ
ッ
セ

信
す
る
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
緊
急
通
報

ー
ジ
を
受
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
イ
ン

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
す
る
機
能
を
有
し
な

タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設

い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電

備
に
接
続
す
る
場
合
は
、
移
動
電
話
端
末

話
用
設
備
に
接
続
す
る
場
合
は
、
移
動
電

と
構
造
上
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、

話
端
末
と
構
造
上
一
体
と
な
っ
て
お
り
、

規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
緊
急
通
報
を
発

か
つ
、
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
緊
急
通

信
す
る
機
能
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
緊
急

報
を
発
信
す
る
機
能
を
用
い
る
こ
と
に
よ

通
報
を
行
う
た
め
の
発
信
を
行
う
機
能
を

り
緊
急
通
報
を
行
う
た
め
の
発
信
を
行
う

有
す
る
こ
と
。

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
二

略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
二

同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
十
三
号

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
十
五
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
二
百
三
十
二
号
（
端
末

設
備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
及
び
そ
の
条

件
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発

法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

﹇
１

略
﹈

﹇
１

同
上
﹈

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
百
四
十
七
号
の
条
件
に
適
合
す
る
発
信
す
る
機

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
百
四
十
七
号
の
条
件
に
適
合
す
る
発
信
す
る
機

能
を
有
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
の
う
ち
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波

能
を
有
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
等
の
う
ち
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波

監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ

監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
（
電
気

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
（
電
気

通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
十
二
号
に
掲
げ
る
緊
急
通
報
番
号
に
対
応
し
た
呼
の

通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
第
十
一
条
各
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
対
応
し

設
定
を
行
う
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の

た
呼
の
設
定
を
行
う
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の

施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三

告
示
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
認
定
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
認
証
、
法
第
六
十
九

五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
認
定
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
認
証
、
法
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
若
し
く
は
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
営
電
気

六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
若
し
く
は
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自

通
信
設
備
の
接
続
の
検
査
を
受
け
て
お
り
、
又
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
自
己

営
電
気
通
信
設
備
の
接
続
の
検
査
を
受
け
て
お
り
、
又
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適

確
認
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
自
己
確
認
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
十
四
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八
年

総
務
省
告
示
第
百
六
号
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
の
電
気
通
信
役
務
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

１

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

１

﹇
同
上
﹈

る
。

﹇
一

略
﹈

﹇
一

同
上
﹈

二

無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス

前
号
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送

二

無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス

前
号
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送

路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五

路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る

年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る

条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務

条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務

及
び
当
該
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

及
び
当
該
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
っ
て
、
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気

接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
っ
て
、
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気

通
信
設
備
（
次
号
に
お
い
て
「
無
線
利
用
者
設
備
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番

通
信
設
備
（
次
号
に
お
い
て
「
無
線
利
用
者
設
備
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番

号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提

号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い

供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も
の
又
は
当
該
指
定
を
受

て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も
の
又
は
当
該
指
定

け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限

）
の
提
供
を
受
け
な
い
も
の

る
。
）
の
提
供
を
受
け
な
い
も
の

﹇
三
〜
五

略
﹈

﹇
三
〜
五

同
上
﹈

﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


	令和元年総務省告示第８号
	令和元年総務省告示第９号
	令和元年総務省告示第10号
	令和元年総務省告示第11号
	令和元年総務省告示第12号
	令和元年総務省告示第13号
	令和元年総務省告示第14号

